
【新旧対照表】 鶴岡市地域公共交通活性化協議会規約の別表の改正（案）について  

新（改正後） 旧（改正前） 

別表 

構成団体 備 考 根拠条項 

鶴岡市 交通計画を策定しようとする市町村 第６条２項１号 

庄内交通㈱ 関係する公共交通事業者等 第６条２項２号 

(一社)山形県バス協会  〃  〃 

(一社)山形県ハイヤー協会  〃  〃 

(一社)山形県ハイヤー協会鶴岡支部  〃  〃 

山形県交通運輸産業労働組合協議会  〃  〃 

国土交通省酒田河川国道事務所 区域内の道路管理者  〃 

山形県庄内総合支庁道路計画課  〃  〃 

鶴岡警察署 区域内の警察署 第６条２項３号 

鶴岡市町内会連合会 利用者代表  〃 

鶴岡市自治振興会連絡協議会  〃  〃 

藤島町内会長連絡協議会  〃  〃 

羽黒区長会  〃  〃 

櫛引区長会  〃  〃 

朝日地域自治会連絡協議会  〃  〃 

温海地域自治会長会  〃  〃 

鶴岡市老人クラブ連合会  〃  〃 

鶴岡市身体障害者福祉協会  〃  〃 

鶴岡市農業協同組合女性部  〃  〃 

出羽三山精進料理プロジェクト  〃   〃 

東北運輸局山形運輸支局 その他当該市町村が必要と認める者  〃 

山形県庄内総合支庁総務課連携支援室  〃  〃 

鶴岡商工会議所  〃  〃 
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